
 

船舶事故調査報告書 
 

 

   船 種 船 名 コンテナ船 JEJU ISLAND 

   ＩＭＯ番 号 ９３０８４１７ 

   総 ト ン 数 ２７,７８６トン 

 

   船 種 船 名 貨物船 マドカミヤ 

   船 舶 番 号 １４１５０４ 

   総 ト ン 数 ４９９トン 

 

   事 故 種 類 衝突 

   発 生 日 時 令和２年４月２５日 １６時２６分３５秒ごろ 

   発 生 場 所 京浜港横浜第３区Ｙ１錨地 

横浜大黒防波堤東灯台から真方位１４８°１.３海里付近 

（概位 北緯３５°２６.３′ 東経１３９°４３.３′） 

 

 

                         令和３年１１月１７日 

                  運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                   委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                   委   員  田 村 兼 吉 

委   員  岡 本 満喜子 

 

 

要 旨 

 

＜概要＞ 

コンテナ船JEJU
ジェジュ

 ISLAND
アイランド

は、船長ほか１９人が乗り組み、水先人１人が乗船の上、

京浜港内で漂泊中、貨物船マドカミヤは、船長ほか４人が乗り組み、京浜港横浜

第３区Ｙ１錨地で錨泊中、令和２年４月２５日１６時２７分ごろJEJU ISLANDが

マドカミヤに衝突した。 

 JEJU ISLAND は、右舷錨に擦過傷を生じ、また、マドカミヤは、船首部ブルワーク

の凹損等を生じたが、両船共に死傷者はいなかった。 

 



 

＜原因＞ 

本事故は、強風注意報が発表されている状況下、JEJU ISLAND が、多数の船舶が錨

泊する京浜港横浜航路付近において入航待機で漂泊中、約１３～１５m/s の南の風及

び潮流により北北東方に圧流され、右舷方のＹ１錨地で錨泊中のマドカミヤに接近

していた際、JEJU ISLAND の水先人が、主機の使用によって JEJU ISLAND とマドカミ

ヤとの離隔距離が確保できると判断し、‘JEJU ISLAND の船首部とマドカミヤとの距

離’（本件距離）約１００ｍに接近するまで漂泊を続けたため、マドカミヤにかな

りの勢いで近づいていることに気付き、JEJU ISLAND の船長に主機の微速力後進を要

請してマドカミヤとの衝突を回避しようとしたものの、圧流されてマドカミヤに

衝突したものと考えられる。 

JEJU ISLAND の水先人が、本件距離約１００ｍに接近するまで漂泊を続けたのは、

JEJU ISLAND とマドカミヤとの離隔距離を推測する際、ふだんはレーダーの情報で

ある JEJU ISLAND 及びマドカミヤのアンテナ間の距離（ＣＰＡ）と本件距離との違

いに配慮するべきことを承知していたものの、その違いに気付いていなかったことに

よるものと考えられる。 

JEJU ISLAND の水先人が主機の使用によって JEJU ISLAND とマドカミヤとの離隔

距離が確保できると判断したのは、JEJU ISLAND 及びマドカミヤのアンテナ間の距

離が３３５ｍとなった時点で JEJU ISLAND のレーダーの相対針路及び JEJU ISLAND に

スターンウェイ（船尾方向への圧流）があることを認めていたことにより後進行きあ

しとすれば、本件距離が約１００ｍを隔てて通過できると見込んだことによるものと

考えられる。 

JEJU ISLAND の水先人が JEJU ISLAND の船長に主機の微速力後進を要請したのは、

強い後進力を維持すると船尾が強風で切り上がり、船首が右方に移動し、マドカミ

ヤに接近すると予測したことから、微速力後進を選択したことによるものと考えら

れる。 
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１ 船舶事故調査の経過 
 

１.１ 船舶事故の概要 

コンテナ船JEJU
ジェジュ

 ISLAND
アイランド

は、船長ほか１９人が乗り組み、水先人１人が乗船の上、

京浜港内で漂泊中、貨物船マドカミヤは、船長ほか４人が乗り組み、京浜港横浜

第３区Ｙ１錨地で錨泊中、令和２年４月２５日１６時２７分ごろJEJU ISLANDが

マドカミヤに衝突した。 

 JEJU ISLANDは、右舷錨に擦過傷を生じ、また、マドカミヤは、船首部ブルワーク

の凹損等を生じたが、両船共に死傷者はいなかった。 

 

１.２ 船舶事故調査の概要 

 1.2.1 調査組織 

運輸安全委員会は、令和２年４月３０日、本事故の調査を担当する主管調査官

（横浜事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 

1.2.2 調査の実施時期 

令和２年５月１４日、２２日、３０日、８月１８日、１２月４日、令和３年１月

１２日 回答書受領 

令和２年７月９日 口述聴取及び回答書受領 

 

 1.2.3 原因関係者からの意見聴取 

原因関係者から意見聴取を行った。 

 

 

２ 事実情報 
 
２.１ 事故の経過 

2.1.1 船舶自動識別装置の情報記録によるJEJU ISLAND及びマドカミヤの運航の経

過 

民間情報会社が受信したJEJU ISLAND（以下「Ａ船」という。）の‘船舶自動識別

装置（ＡＩＳ）*1の情報記録’（以下「ＡＩＳ記録」という。）及び海上保安庁東京

                         
*1 「船舶自動識別装置（ＡＩＳ:Automatic Identification System）」とは、船舶の識別符号、種類、

船名、船位、針路、速力、目的地及び航行状態に関する情報を各船が自動的に送受信し、船舶相互

間、陸上局の航行援助施設等との間で情報を交換する装置をいう。国際条約で一定の基準を満たす

船舶に対して搭載が義務付けられている。 
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湾海上交通センターが受信したマドカミヤ（以下「Ｂ船」という。）の簡易型ＡＩ

Ｓ*2の情報記録によれば、令和２年４月２５日１５時４５分～１６時３０分ごろの

間におけるＡ船及びＢ船の運航の経過は、表１及び表２のとおりであった。 

なお、表中の船位は、船橋上方に設置されたＧＰＳアンテナの位置であり、ＧＰ

Ｓアンテナの位置情報は、Ａ船が、船首から２０５ｍ、船尾から１７ｍ、左舷から

１５ｍ、右舷から１５ｍであり、Ｂ船が、船首から６２ｍ、船尾から１３ｍ、左舷

から６ｍ、右舷から６ｍであった。 

また、時刻は日本標準時、対地針路及び船首方位は真方位（以下同じ。）、速力は

ノット（kn）（対地速力*3）をそれぞれ示す。 

 

表１ Ａ船のＡＩＳ記録（抜粋） 

時 刻 

（時:分:秒） 

船 位 
対地針路 

（°） 

船首方位 

（°） 

対地速力 

（kn） 
北 緯 東 経 

 (°-′-″） （°-′-″） 

15:45:05 35-22-09.3 139-42-49.8 352.7 350 12.7 

15:50:04 35-23-13.0 139-42-46.8 011.2 017 13.1 

15:54:05 35-24-03.1 139-43-10.8 025.0 025 13.6 

15:56:04 35-24-27.6 139-43-25.0 027.2 016 13.5 

15:58:04 35-24-49.9 139-43-29.7 358.3 348 10.4 

16:00:04 35-25-07.9 139-43-27.0 351.8 340 8.3 

16:05:03 35-25-36.2 139-43-09.5 325.5 312 6.0 

16:10:03 35-25-50.5 139-43-02.1 345.0 294 2.7 

16:15:05 35-25-58.0 139-43-04.6 061.1 308 1.5 

16:16:05 35-25-59.1 139-43-06.1 047.0 307 1.7 

16:17:05 35-26-00.5 139-43-07.6 038.0 302 1.9 

16:18:05 35-26-02.2 139-43-08.9 028.8 296 2.0 

16:20:05 35-26-05.9 139-43-11.2 022.7 286 2.0 

16:22:05 35-26-09.8 139-43-13.0 019.1 281 2.1 

16:24:04 35-26-13.8 139-43-14.7 017.7 277 2.1 

16:25:04 35-26-15.6 139-43-15.8 032.3 277 2.1 

                         
*2
 「簡易型ＡＩＳ」とは、ＡＩＳより出力が小さく、また、送受信する情報項目を船名、船位、速

力、針路、船種等に限定した装置をいう。 
*3
 「対地速力」とは、船上で計測される陸地に対する船舶の速度をいい、水面に対する船舶の速力

は「対水速力」という。 
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16:25:15 35-26-15.8 139-43-16.2 040.9 278 2.0 

16:25:45 35-26-16.4 139-43-17.2 056.9 280 2.1 

16:26:04 35-26-16.7 139-43-18.0 063.5 281 2.1 

16:26:15 35-26-16.9 139-43-18.4 063.5 281 2.1 

16:26:24 35-26-17.1 139-43-18.7 059.0 280 2.0 

16:26:35 35-26-17.3 139-43-19.0 052.9 278 2.0 

16:26:45 35-26-17.5 139-43-19.4 050.9 276 2.0 

16:26:55 35-26-17.7 139-43-19.8 053.0 274 2.0 

16:27:04 35-26-17.9 139-43-20.1 054.5 272 2.1 

16:27:35 35-26-18.5 139-43-21.5 060.5 264 2.4 

16:28:04 35-26-19.1 139-43-23.0 062.9 258 2.7 

16:29:04 35-26-20.7 139-43-25.5 045.0 241 2.4 

16:30:04 35-26-22.1 139-43-26.8 034.5 233 1.6 

 

表２ Ｂ船の簡易型ＡＩＳの情報記録（抜粋） 

時 刻 

（時:分:秒） 

船 位 
対地針路 

（°） 

対地速力 

(kn) 
北 緯 東 経 

（°-′-″） （°-′-″） 

15:45:59 35-26-21.1 139-43-11.4 081.2 0.2 

16:00:59 35-26-21.0 139-43-12.5 086.3 0.3 

16:15:55 35-26-21.0 139-43-12.6 289.6 0.5 

16:18:57 35-26-21.0 139-43-11.2 325.8 0.2 

16:22:01 35-26-20.9 139-43-12.6 072.1 0.4 

16:24:56 35-26-20.6 139-43-11.3 234.9 0.4 

16:27:55 35-26-21.0 139-43-11.4 245.4 0.2 

16:30:55 35-26-21.0 139-43-10.9 322.6 0.1 

 

 2.1.2 乗組員の口述等による事故の経過 

(1) Ａ船 

Ａ船の水先人（以下「水先人Ａ」という。）の口述、Ａ船の船長（以下

「船長Ａ」という。）、Ａ船の航海士（以下「航海士Ａ」という。）及び東京

湾水先区水先人会の回答書、Ａ船の航海日誌及びStatement of Fact（事故

顛末報告書）並びに水先人Ａの海難報告書によれば、次のとおりであった。 
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Ａ船は、船長Ａ及び航海士Ａ（トルコ共和国籍）ほか１８人（トルコ共和

国籍１７人、ジョージア共和国籍１人）が乗り組み、京浜港横浜第２区に向

けて航行中、令和２年４月２５日１４時４０分ごろ水先人Ａの水先の下、船

長Ａが操船指揮をとり、航海士（以下「航海士Ｂ」という。）を見張りに、

甲板手を手動操舵にそれぞれ配置し、北進していた。 

水先人Ａは、１５時５０分ごろ中ノ瀬西方沖を北北東進中、東京方面から

京浜港にシフトの目的で横浜航路東方沖を西南西進するコンテナ船（以下

「Ｃ船」という。）とＶＨＦで交信し、Ａ船がＣ船の後に引き続いて同航路

に向けて入航することを確認し、船長Ａにその旨を伝えた。 

Ａ船は、１５時５６分ごろ、東京湾中ノ瀬西方第２号灯標（以下「中ノ瀬

西方２号灯標」という。）を左舷方に見て通過し、左転して約３５０°に転

針した。 

水先人Ａは、１６時００分ごろ、タグボート１隻（総トン数２４７トン、

出力３,２３６kＷ、以下「タグＡ」という。）から山下ふ頭方面からの出航

船（以下「Ｄ船」という。）があり、同船が横浜航路を出航してから入航信

号に切り変わる予定である旨の連絡を受け、船長ＡにＤ船が同航路を出航す

るまでＡ船は漂泊して待機する旨を伝えた。 

水先人Ａは、横浜航路からのＤ船の出航待ち及びＣ船との離隔距離を確保

する目的で同航路南方沖において減速を開始した。 

Ａ船は１６時０５分ごろＣ船がＡ船の北方を通過した後、前直の航海士Ｂ

が、航海士Ａに船橋当直を引き継いで船首配置に向かった。 

水先人Ａは、１６時１０分ごろ、横浜航路付近でＡ船の船首を北北西～北

西に向けて主機を停止して漂泊しながら待機中、南からの強風及び北北東流

の潮流により右舷船首方約０.５海里（Ｍ）のＹ１錨地で錨泊するＢ船への

接近が予想され、また、Ｂ船の北西方にも他の錨泊船群がいたので、タグＡ

を右舷船尾部に配置した。 

船長Ａ及び航海士Ａは、レーダー２基のうちの１基を、水先人Ａがもう１

基をそれぞれ約１.５Ｍレンジ、ノースアップ及び相対表示として使用し、

定期的にＢ船の監視を続けていた。 

１６時１８分ごろ、約１３～１５m/sの突風が吹き始め、航海士Ａは、レ

ーダーにより、Ａ船と右舷方のＢ船との距離が約０.３Ｍ（５５５ｍ）とな

り、Ｂ船との最接近距離（ＣＰＡ、アンテナ間の距離）が約２４０ｍである

ことを確認した。 

水先人Ａは、１６時２２分ごろ、Ａ船が、西方に向首して北北東方に圧流

され、右舷方のＢ船に接近していたものの、レーダー画面に表示されたＡ船
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のベクトルが示す相対針路がＢ船の東方に向く方向であることを知ったので、

右舷ウイングに出て、目測により操船を行い、主機を後進行きあしとすれば、

‘Ａ船の船首部とＢ船との距離’（以下「本件距離」という。）が約１００

ｍを隔てて通過できると見込んでいた。 

水先人Ａは、同じ頃、レーダーによってＡ船にスターンウェイ（船尾方向

への圧流）があったので、レーダーアンテナがあるＡ船の船橋の位置がＢ船

の東方に向いていることを認めていた。 

水先人Ａは、１６時２４分ごろ、本件距離が約１００ｍとの連絡をタグＡ

の船長から受けたので、Ａ船がＢ船に接近する速力が速く、Ｂ船にかなりの

勢いで近づいていることに気付き、タグＡの船長に右舷船首部を全速力で押

す指示をし、また、船長Ａに主機の微速力後進を要請し、船長Ａは、主機の

テレグラフを半速力後進とするよう航海士Ａに指示した。 

船長Ａは、主機が起動した時点で水先人Ａに半速力後進としたことを伝え、

タグＡのサポートを行う目的でバウスラスターを左一杯に操作した。 

船長Ａは、Ａ船の船首が西方に向いた状態でＢ船に接近する状況であった

ので、水先人Ａに対してタグＡに直ちにＡ船の右舷船首部を押すように要請

した。 

タグＡは、１６時２５分ごろ、Ａ船の右舷船首部を押し始めたが、Ａ船と

Ｂ船との間に十分な距離がなく、Ａ船の同船首部を真横には押せない旨をタ

グＡの船長が水先人Ａに報告した後、１６時２６分ごろＡ船から離れた。 

船長Ａは、タグＡがＡ船を支援できずに離れたことを知り、船首配置の航

海士ＢからＢ船との距離が近づいている状況の報告を受け、後進行きあしで

はＢ船との衝突が避けられないと判断し、Ｂ船から船首を左方に離そうと左

舵一杯として主機を微速力前進とした。 

水先人Ａは、船長Ａが微速力前進に切り換えたことに気付き、直ちに主機

を微速力後進に発令し、船長Ａは本件距離が近いので水先人Ａの発令に従い

舵を左舵一杯のままですぐに主機を微速力後進とした。 

水先人Ａは、後進力が強いと船尾が強風で切り上がり、船首が右方に移動

し、Ｂ船に接近するので微速力後進とせざるを得ないと思った。 

Ａ船は、Ｂ船に向かって圧流され続け、１６時２７分ごろＡ船の右舷船首

部の錨がＢ船の船首部外板に衝突した。 

Ｄ船は、１６時４１分ごろ横浜航路を出航した。 

水先人Ａは、東京湾水先区水先人会に本事故の発生を知らせ、海上保安庁

からの指示により１６時４８分ごろＡ船をＹＬ３錨地に錨泊させた。 

 (2) Ｂ船 
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   船長Ｂの回答書、Ｂ船の海難報告書及びＢ船の航海日誌によれば、次のと

おりであった。 

Ｂ船は、船長Ｂほか４人が乗り組み、４月２４日１４時３０分ごろ空船で

京浜港川崎区を離岸し、次航の指示を受けるまでの間、Ｙ１錨地で待機する

こととし、１４時４５分ごろ同錨地に左舷錨を投下して錨鎖を５節伸出し、

錨泊を開始した。 

船長Ｂは、南南西の風が強まっている状況であったので、レーダーを１.

５Ｍレンジで作動し、また、ＶＨＦを聴取しながら周囲の見張りを続けてい

た。 

船長Ｂは、１５時５５分ごろ、レーダーで横浜航路に向けて北～北北西進

するＡ船及び同航路に向けて西進するＣ船を初認し、Ａ船及びＣ船をレーダ

ーで捕捉したところ、両船が減速中であることを知った。 

船長Ｂは、１６時０４分ごろ、Ｃ船がＢ船の南方を通過し、レーダーでＡ

船の距離が約０.７５Ｍ（１,３９０ｍ）で、ＶＨＦでのＡ船とＣ船等との交

信状況からＡ船に水先人が乗船中であり、タグボートが付いていたので、大

丈夫だと思い、降橋して自室にいたところ、船体に衝撃があり、急いで昇橋

するとＡ船とタグＡがＢ船の左舷船首方に離れて行くのを認め、Ａ船がＢ船

に衝突したことを知った。 

船長Ｂは、海上保安庁及び船舶所有会社に本事故の発生を報告した。 

 

本事故の発生日時は、令和２年４月２５日１６時２６分３５秒ごろであり、発生

場所は横浜大黒防波堤東灯台から１４８°（真方位、以下同じ。）１.３Ｍ付近であ

った。 

（付図１ 航行経路図、付図２ 航行経路図（拡大） 参照) 

 

２.２ 人の死亡、行方不明及び負傷に関する情報 

死傷者はいなかった。 

 

２.３ 船舶の損傷に関する情報 

(1) Ａ船 

    船長Ａ及び東京湾水先区水先人会の回答書によれば、右舷錨に擦過傷を生じ

た。 

(2) Ｂ船 

船長Ｂ及びＢ船船舶所有者の回答書によれば、船首部ブルワークの凹損及び

ハンドレールの曲損を生じた。（写真１、写真２参照） 
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写真１ 船首部ブルワークの凹損    写真２ 船首部ハンドレールの曲損 

 

２.４ 乗組員に関する情報 

  (1) 年齢、海技免状等 

① 船長Ａ ４０歳 国籍 トルコ共和国 

  締約国資格受有者承認証 船長（マーシャル諸島共和国発給） 

交付年月日 ２０１７年２月２１日 

（２０２１年１１月１５日まで有効） 

② 水先人Ａ ６５歳 

  東京湾水先区１級水先人水先免状 

   免 許 年 月 日 平成２５年３月１５日 

   免状交付年月日 平成３０年２月２８日 

       有効期間満了日 令和５年３月１４日 

   ③ 船長Ｂ ６９歳 

四級海技士（航海） 

免 許 年 月 日 昭和４９年１２月１３日 

     免状交付年月 日  平成３０年７月１１日 

免状有効期間満了日 令和５年７月１０日 

(2) 主な乗船履歴等 

① 船長Ａ 

船長Ａの回答書によれば、約１０年間航海士としての職を経て、２０１５

年から船長職をとるようになった。 

本事故当時、視力、聴力等に問題はなく、健康状態は良好であった。 

   ② 水先人Ａ 

  平成２９年３月から東京湾において一級水先業務に従事するようになり、

水先業務として、コンテナ船等で東京湾口から京浜港のバースまでの航行業

務及び港内での着岸作業を何度も行った経験があった。 

  本事故当時、視力、聴力等に問題はなく、健康状態は良好であった。 

   ③ 船長Ｂ 
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令和２年３月からＢ船の船長として乗船していた。 

本事故当時、視力、聴力等に問題はなく、健康状態は良好であった。 

 

２.５ 船舶に関する情報 

 2.5.1 船舶等の主要目 

   (1) Ａ船 

     ＩＭＯ番 号  ９３０８４１７ 

     船 籍 港  マジュロ（マーシャル諸島共和国） 

船舶所有 者  CV Six L.L.C. （マーシャル諸島共和国） 

船舶管理会社  BODEN DENIZCILIK AS（トルコ共和国、以下「Ａ社」と

いう。） 

     船    級  DNV GL 

  総 ト ン 数  ２７,７８６トン 

  Ｌ ×Ｂ×Ｄ   ２２１.６２ｍ×２９.８０ｍ×１６.４０ｍ 

  船 質  鋼 

  機 関  ディーゼル機関１基 

  出 力  ２１,７７０kＷ 

  推 進 器  固定ピッチプロペラ１個 

  建造年月 日  ２００６年 

 （写真３参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真３ Ａ船 

 

   (2) Ｂ船 

     船 舶 番 号  １４１５０４ 

船 籍 港  愛媛県今治市 

船舶所有 者  橋本汽船株式会社（以下「Ｂ社」という。） 

     総 ト ン 数  ４９９トン 
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     Ｌ ×Ｂ ×Ｄ   ７５.８７ｍ×１２.００ｍ×７.０７ｍ 

     船 質  鋼 

     機 関  ディーゼル機関１基 

     出 力  １,４７１kＷ 

     推 進 器  固定ピッチプロペラ１個 

     進 水 年 月 日  平成２３年９月 

（写真４参照） 

 

 

 

 

 

 

 

写真４ Ｂ船 

 

2.5.2 船体の構造及び積載状態等 

   (1) Ａ船 
    ① Ａ船の船橋等の位置関係 

Ａ船の一般配置図によれば、海面から船橋までの高さが約３０ｍ、レー

ダーマストから船首先端までの距離が約１９７ｍであった。（図１参照） 

 

 

 

 

 

 

図１ Ａ船 

 

      また、Ａ船の一般配置図によれば、Ａ船の右舷錨の位置から船首先端ま

での距離が約１７ｍ、同右舷錨から同じ高さの船首部端までの水平距離が

約１１ｍ、及び同右舷錨の外板と同部端の外板の落差が約４ｍであった。

（図２、図３参照） 

 

 

喫水線 

約３０ｍ 

約１９７ｍ 

８.６ｍ ７.８ｍ 
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    ② Ａ船の積載状態 

      船長Ａの回答書によれば、Ａ船の２０フィート換算のコンテナ積載能力

（ＴＥＵ）は２,７４１であり、本事故時、２０フィートコンテナを５２

１個、４０フィートコンテナを５９３個積載し（満載状態の約６２％）、

喫水が、船首約７.８０ｍ、船尾約８.６０ｍであった。 

③ 水先人Ａの口述によれば、Ａ船の甲板上にはコンテナが積載されていた

が、見張りには影響がなかった。 

   ④ 操縦性能 

     Ａ船の操縦特性表によれば、速力は次のとおりであった。 

ａ 速力 

 

 

 

 

 

 

ｂ 旋回性能 

（半速力前進中、左舵３５°を取ったとき） 

バラスト状態 旋回縦距*4約７８０ｍ、旋回横距*5約７４６ｍ 

                         
*4 「旋回縦距」とは、転舵時の船の重心位置から船首が９０°回頭したときの船体重心の原針路上

での縦移動距離をいう。 
*5 「旋回横距」とは、転舵時の船の重心位置から船首が９０°回頭したときの船体重心の横移動距

離をいう。 

     載貨状況 

主機運転状況 

バラスト状態 満載状態 

極微速力前進 ６.１kn ５.０kn 

微速力前進 １０.６kn ８.０kn 

半速力前進 １４.４kn １２.０kn 

全速力前進 １８.１kn １７.０kn 

航海速力前進 ２２.５kn ２１.４kn 

図２ Ａ船の船首部（側面図） 

１１ｍ 

１７ｍ 

右舷錨 

図３ Ａ船の船首部（上面図） 

船首先端 

１１ｍ 

４ｍ 

外板の落差 右舷錨の位置 
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  満載状態 旋回縦距約７７７ｍ、旋回横距約７５０ｍ 

（半速力前進中、左舵３５°を取ったとき） 

バラスト状態 船首方位が０００°から０９０°に回頭時、速力１

３.９から９.１knに減速、２分０８秒経過 

満載状態 船首方位が０００°から０９０°に回頭時、速力１４.６

から９.７knに減速、２分０２秒経過 

ｃ 主機を停止状態から全速力後進状態になるまでに要する時間は、８５

秒である。 

ｄ スラスター 

 

船長Ａ及び航海士Ａの回答書によれば、Ａ船は、本事故時、船体、機関及

び機器類に不具合又は故障はなかった。 

 (2) Ｂ船 
船長Ｂの回答書及びＢ船の航海日誌によれば、次のとおりであった。 
Ｂ船は、本事故時、空倉状態であり、喫水が、船首約２.００ｍ、船尾約

３.７５ｍであった。 
Ｂ船は、船体、機関及び機器類に不具合又は故障はなかった。 

 
２.６ 気象及び海象に関する情報 

2.6.1 気象観測値 

本事故現場の西方約３.３Ｍに位置する横浜地方気象台における令和２年４月２

５日の１５時００分～１６時４０分ごろまでの平均風速*6、最大瞬間風速及び風向

は、次表のとおりであった。 

                         
*6
 「平均風速」とは、観測時刻直前の１０分間に観測した風速の平均値をいう。 

馬力 

（kW） 

Full になる

までの時間

遅延（秒） 

速力０での 

回頭角速度 

（度/秒） 

Full で逆推進 

までの時間遅延 

（秒） 

スラスターの推進 

力が効かない速力 

（kn） 

1,100 8 23 18 4.5 

時刻 

（時：分） 

風向・風速（m/s） 

平 均 最大瞬間 

15:00 南南西 7.4 南南西 12.5 

15:20 南南西 7.6 南南西 14.5 

15:40 南 6.8 南 12.2 

16:00 南 6.9 南南西 13.4 

16:10 南南西 6.4 南 11.7 
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2.6.2 乗組

員の認識による観測値 

(1) Ａ船 

船長Ａ及び航海士Ａの回答書によれば、南の風が約９.３～１０.３m/s 吹

いており、本事故当時、約１３～１５m/s の突風が吹き始めた。 

     Ａ船の航海日誌によれば、令和２年４月２５日１６時～１７時ごろまでの

観測値は、天候は晴れ、視界は良好、南方から北方へ向かう波高約１.０ｍ

の風浪があり、風向及び風速は、次表のとおりであった。 

時刻（時：分） 風向 風力 風速 (m/s) 

16:00～17:00 南西 5～7 8.0～17.1 

(2) Ｂ船 

     船長Ｂの回答書によれば、本事故当時、南南西～南西の風が約１０～１２

m/s で、波高が約１.５ｍであった。 

 

2.6.3 潮汐 

海上保安庁刊行の潮汐表によれば、京浜港における本事故時の潮汐は、上げ潮の

中央期で、潮高が１.３３ｍであった。 

 

2.6.4 潮流 

海上保安庁発刊の潮汐表によれば、横浜外防波堤南灯台の南東方約２.７Ｍで

は、北北東流０.６kn であった。 

 

2.6.5 気象庁等が発表した警報等 

気象庁によれば、２５日０４時０９分に横浜市に強風注意報*7が発表され、本

事故当時も継続していた。 

 

２.７ 船舶の安全管理等に関する情報 

Ａ社の作成した安全管理マニュアルによれば、船橋体制手順書について、次のとお

り定められていた。（抜粋の仮訳） 

                         
*7  「強風注意報」とは、横浜地方気象台の警報・注意報発表基準一覧表によれば、横浜市では、平

均風速が、陸上１２m/s、海上１２m/s に達すると予想される場合に発表される注意報のことをいう。 

16:20 南 7.0 南南西 13.7 

16:30 南 7.4 南 14.5 

16:40 南 7.4 南 12.6 
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7.2.14.2. 責任 

船長：水先人又はハーバーマスターが乗船中であっても、船舶の統制及び責任に

全ての権限を保持する。船長は、極めて厳しい場合において、水先人の助言を配慮

するべきかを評価する。 

7.2.14.3. 手順 

  寄港地によって水先人規則が様々である。船長及び航海士は、入港前にその規則

とそれに付随する様々な方法及び要求に習熟し、確実に適切な水先人の手配が行わ

れ、次の事に注意すること。 

（中略） 

  － 提案された航海計画は、潜在的な変化、気象状況、着岸手配及びタグボート

その他外部施設の使用を含め、水先人によって説明され、船長と同意されな

ければならない。 

（以下、略） 

船長Ａの回答書及びＡ社によれば、船長Ａは、本事故当時、約１３～１５m/s の

突風が吹き、漂泊中のＡ船の船速が加速してＢ船の方に接近し、また、他船との接

近のリスクを評価することにより、関連する危険を見極めていなかったので、衝突

回避動作が間に合わなかったと本事故の結論とした。 

 

２.８ Ｂ船の安全管理体制 

Ｂ社は、Ｂ船の運航体制を船長Ｂに一任しており、船長Ｂが適宜船橋にてレーダー

監視及びＶＨＦ聴取を行い、見張りを行っていた。 

 

２.９ 水先人Ａの強風操船時の離隔距離についての見解 

 水先人Ａの口述によれば、次のとおりであった。 

水先人Ａは、本事故当時、Ａ船にスターンウェイ（船尾方向への圧流）があったの

で、主機を後進行きあしとすれば、目測による本件距離が約１００ｍを隔てて通過で

きる見込みであったものの、予想以上の強風が吹いていたので、レーダーアンテナが

あるＡ船の船橋から船首までの距離（約１９７ｍ）及びＢ船の振れ回りをもっと考慮

し、強風時には、さらに余裕のある距離として安全に余裕を持った操船をしなければ

いけなかったと本事故後に思った。 

水先人Ａは、強風による圧流を予測し、早い時機に主機を使用するのみならず、タ

グＡに操船補助を指示してＡ船の姿勢を保持することで安全に余裕を持った錨泊船と

の離隔距離を確保する必要があったと本事故後に思った。 

 

２.１０ 文献による離隔距離に関する情報 
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文献*8によれば、港湾内などの狭い水域における安全領域の確保について、次のと

おり記載されている。 

避航操船の結果確保される両船間の距離を、航過距離という。避航操船に際し、他

船とどの程度の距離を離して航過するかについても、その余裕の見積もりには一律の

基準はなく、操船者自身が、自船の回りに他船を入れたくない安全領域をどのように

見積もっているか、に依存する。 

 錨泊船に対する離隔距離の目安は、０.８９Ｌ0（Ｌ0：自船の船長）である。 

 

 

３ 分 析 
 

３.１ 事故発生の状況 

3.1.1 事故発生に至る経過 

２.１から、次のとおりであったものと考えられる。 

(1) Ａ船 

① Ａ船は、令和２年４月２５日１５時５０分ごろ中ノ瀬西方沖を北北東進

した。 

② Ａ船は、１５時５６分ごろ中ノ瀬西方２号灯標を左舷方に見て通過し、

左転して約３５０°に転針した。 

③ Ａ船は、横浜航路南方沖で減速を開始し、１６時１０分ごろ、主機を停

止して漂泊を始めた。 

④ Ａ船は、横浜航路付近で漂泊中、タグＡを右舷船尾部に配置した。 

⑤ Ａ船は、約１３～１５m/sの突風により１６時１８分ごろレーダーによ

る右舷方のＢ船との距離が約０.３Ｍ（５５５ｍ）となった。 

⑥ Ａ船は、西方に向首して北北東方に圧流され、１６時２４分ごろ主機を

半速力後進とした後、バウスラスターを左一杯とした。 

⑦ タグＡは、１６時２５分ごろＡ船の右舷船首部を押し始めたが、Ａ船と

Ｂ船との間に十分な距離がなく、押せない状況となり、Ａ船から離れた。 

⑧ Ａ船は、１６時２６分ごろ左舵一杯として主機を微速力前進とし、その

直後に微速力後進に切り替えたものの、１６時２７分ごろＢ船と衝突した。 

(2) Ｂ船 

                         
*8
 文献：「操船の理論と実際」（初版、井上欣三著、株式会社成山堂出書店、平成２３年３月８日発

行） 
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① Ｂ船は、４月２４日１４時４５分ごろＹ１錨地に左舷錨を投下して錨鎖

を５節伸出し、錨泊を開始した。 

② Ｂ船は、錨泊中、Ａ船がＢ船に衝突した。 

 

3.1.2 事故発生日時及び場所 

２.１から、船長Ａの Statement of Fact において衝突時刻が１６時２７分とさ

れ、また、Ａ船のＡＩＳ記録及び同記録による１０秒毎の船形表示をさせた航跡に

おいて、１６時２６分３５秒～２６分４５秒の間で、Ａ船の船首方位が２７８°か

ら２７６°に変化し、船首が南方に変化していることから、本事故の発生日時は、

令和２年４月２５日１６時２６分３５秒ごろであり、発生場所は、同時刻における

ＡＩＳ記録の船位から、横浜大黒防波堤東灯台から１４８°１.３Ｍ付近であった

ものと考えられる。 

 

3.1.3 損傷の状況 

  ２.３から、次のとおりであった。 

   (1) Ａ船は、右舷錨に擦過傷を生じた。 

(2) Ｂ船は、船首部ブルワークに凹損及び船首部ハンドレールに曲損を生じた。 

 

3.1.4  衝突の状況 

  2.1.1 及び２.３から、Ａ船は、西方に向首して北東方に圧流された状態で、右

舷船首部の錨が錨泊中のＢ船の船首部ブルワーク及びハンドレールに衝突したもの

と考えられる。 

 

3.1.5 Ａ船の対地針路の変化等に関する解析 

2.1.1 から、Ａ船の対地針路の変化並びにＡ船及びＢ船のＡＩＳアンテナ間の距

離、及び本件距離及び接近速力は、それぞれ表３及び表４のとおりであった。 

 

表３ Ａ船の対地針路の変化並びにＡ船及びＢ船のＡＩＳアンテナ間の距離 

時 刻 

(時:分:秒) 

Ａ船の対地針路

（°） 

Ａ船の対地針路

の変化（°） 

+南寄り東方※、 

-北寄り西方※ 

Ａ船及びＢ船のＡＩＳ 

アンテナ間の距離 

（ｍ） 

16:15:05 061.1 685 
-23.1 

16:17:05 038.0 555 
-15.3 

16:20:05 022.7 465 
-3.6 
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16:22:05 019.1 335 
-1.4 

16:24:04 017.7 220 
+14.6 

16:25:04 032.3 185 
+31.2 

16:26:04 063.5 205 
-9.0 

16:27:04 054.5 220 
 

※ +南寄りはＢ船から離れる方向、-北寄りはＢ船に近づく方向である。 

 

表４ 本件距離及び接近速力 

時 刻 

(時:分:秒) 

Ａ船の対地針路

（°） 
本件距離（ｍ） 

Ａ船とＢ船との接近

速力（ｍ/min.） 

16:20:05 022.7 約 370  

16:22:05 019.1 約 260 55 

16:24:05 017.7 約 140 60 

16:25:05 032.3 約 80 60 

16:26:04 063.5 約 40 40 

16:27:04 054.5 0 40 

 

 表４から、１６時２０～２７分ごろの間、１分間に約４０～６０ｍでＢ船に接近し

ていたものと考えられる。 

 

3.1.6 Ｂ船の振れ回り及びＡ船とＢ船との衝突状況に関する解析 

2.1.1 から、Ｂ船は、１６時２２分０１秒～１６時２４分５６秒の間、対地針路

が０７２.１°から２３４.９°に距離約４０ｍ移動し、東方から西方に振れ回り、

半周期が約３分間であったことから、衝突時刻の１６時２６分３５秒の時点では、

西方から東方に振れ回っていたものと推定される。 

  2.5.2 の図２から、Ａ船の右舷錨の位置から船首先端までの距離が約１７ｍであ

り、Ａ船のＡＩＳ記録の航跡による、Ａ船がＢ船に衝突したＡ船の右舷錨の位置並

びにＡ船及びＢ船の衝突時の位置関係から、Ｂ船の船首方位は約１７６°であった

ものと推定される。（図４参照） 
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図４ Ａ船の航跡及びＡ船とＢ船の衝突状況図 

 

３.２ 事故要因の解析 

 3.2.1 乗組員の状況 

  ２.４から、次のとおりであった。 

   (1) 船長Ａは、適法で有効な締約国資格受有者承認証を有していた。 

視力、聴力等に問題はなく、健康状態は良好であったものと考えられる。 

(2) 水先人Ａ 

適法で有効な水先免状を有していた。 

視力、聴力等に問題はなく、健康状態は良好であったものと考えられる。 

 (3) 船長Ｂ 

適法で有効な海技免状を有していた。 

視力、聴力等に問題はなく、健康状態は良好であったものと考えられる。 

 

 3.2.2 船舶の状況 

16:26:35 

16:26:25 
16:26:35 

16:26:15 

16:26:45 

Ｂ船 

Ａ船 

Ａ船がＢ船に

衝突した場所 

Ａ船 

Ｂ船 

１１ｍ 

船首先端 
右舷錨 

Ａ船の一般配置図（船首部） 

１７ｍ 
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  2.5.2 から、次のとおりであった。 

 (1) Ａ船は、船橋前部から右舷船首方向への見通しは良好で、喫水が、船首約

７.８０ｍ、船尾約８.６０ｍであった。また、本事故時、船体、機関及び機

器類に不具合又は故障はなかったものと考えられる。 

(2) Ｂ船 

Ｂ船は、空倉状態であり、喫水が、船首約２.００ｍ、船尾約３.７５ｍ

で、待機の目的で左舷錨鎖を５節伸出して単錨泊中であった。 

Ｂ船は、船体、機関及び機器類に不具合又は故障はなかったものと考えら

れる。 

 

 3.2.3 気象等の状況 

2.1.2 及び２.６から、本事故当時、天気は晴れで、風速約１３～１５m/s の南の

風が吹き、南方から北方へ向かう波高約１.０ｍの風浪及び０.６kn の北北東方に

向かう潮流があったものと考えられる。 

 

3.2.4 Ａ船の圧流状況の変化、水先人ＡのＢ船との離隔距離に関する分析 

  ２.１、2.5.2、２.９及び 3.1.5 から、次のとおりであった。 

(1) Ａ船の圧流状況の変化 

   Ａ船は、１６時１５分～２０分ごろの間に対地針路が０６１.１°から０

２２.７°に約３８°北寄りに変化し、１６時１８分ごろレーダーによる右

舷方のＢ船との距離が約０.３Ｍ（５５５ｍ）であり、最接近距離（ＣＰＡ、

アンテナ間の距離）が約２４０ｍであったが、その後、約１３～１５m/s の

南の風及び潮流により西方に向首して北北東方に圧流されたものと推定され

る。 

(2) 水先人Ａは、１６時２２分ごろレーダー画面に表示されたＡ船及びＢ船の

アンテナ間の距離が３３５ｍから１６時２４分ごろ０.１２Ｍ（２２０ｍ）

であったものの、本件距離が約１００ｍとなるまでＢ船との衝突の危険を感

じていなかったことから、ふだんはレーダーの情報であるＡ船及びＢ船のア

ンテナ間の距離（ＣＰＡ）と本件距離との違いに配慮するべきことを承知し

ていたものの、その違いに気付いていなかったものと考えられる。 

(3) 水先人Ａは、１６時２２分ごろレーダーでＡ船のベクトルが示す相対針路

及びＡ船にスターンウェイ（船尾方向への圧流）があることを認めていたこ

とにより主機を後進行きあしとすれば、本件距離が約１００ｍを隔てて通過

できると見込んだものの、Ａ船の船橋から船首までの距離（約１９７ｍ）及
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びＢ船の振れ回りに加え、錨泊船との安全に余裕を持った離隔距離を考慮し

た上、水先業務に当たる必要があったものと考えられる。 

(4) 水先人Ａは、レーダーの情報であるＡ船及びＢ船のアンテナ間の距離（Ｃ

ＰＡ）と本件距離との違いを考慮し、離隔距離を決める必要があったものと

考えられる。 

(5) 水先人Ａは、本事故当時、強風及び潮流による圧流を予測し、早い時機に

主機の推進力を全速力後進とするとともにタグＡに操船補助を指示してＡ船

の姿勢を保持することによってＢ船と十分な離隔距離を確保する必要があっ

たものと考えられる。 

 

3.2.5 Ａ船の安全管理等に関する解析 

  2.1.2及び２.７から、船長Ａは、Ａ船が南の風が強まる中、船舶の交通が輻輳す

るＹ１錨地付近で待機する状況となった時点で、風及び潮流による影響を考慮し、

他船との接近のリスクを評価するとともに、本事故当時、漂泊中、主機の使用を開

始する前、Ｂ船を回避する場合の操船意図を水先人Ａに確認する必要があったもの

と考えられる。 

 

3.2.6 Ａ船の操船回避の可否に関する解析 

2.1.1 及び 3.1.6 から、次のとおりであったものと推定される。 

(1) 船長Ａの操船による影響 

① １６時２６分１５秒から１６時２６分４５秒までの約３０秒間、対地針

路が約０６３.５°、対地速力が約２.０kn で半速力後進を維持した場合、

Ａ船の船位は、本事故の航跡の１６時２６分４５秒の位置よりも東及び南

に約４ｍそれぞれ移動する。（図５参照） 
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図５ Ａ船の航跡及び半速力後進を維持した場合に移動したＡ船の船位（青） 

 

② 2.5.2 の図３から、Ａ船の右舷錨から同じ高さの船首部端までの水平距

離が約１１ｍ、同部端までの外板の落差が約４ｍであり、船首方位が約２

８０°である場合、約１２秒間に約０６３.５°の対地針路で約１２ｍ移

動したとき、北に約５.４ｍ変位することとなり、Ａ船の船首先端から船

尾側約３ｍの場所とＢ船の船首部とが衝突することから、Ａ船はＢ船との

衝突を回避できなかった。（図６参照） 

 

 

 

 

 

 

 

図６ Ａ船の移動距離及びＢ船との距離の状況図 

 

(2) 水先人Ａの操船による影響 

Ｂ船 

半速力後進を維持した場合に移動

したＡ船の船位（青） 

Ａ船の航跡 

Ａ船 

Ｂ船 

Ａ船 
Ａ船が対地針路約０６３.５°で対地

速力が約２.０kn で半速力後進を維

持した場合の推定位置 

16:26:45 

元の航跡の

対地針路 

半速力後進を維持した

場合の対地針路 

（６３.５°） 

約１２ｍ 移動 

Ａ船の右舷錨から同じ高さの

船首部端までの距離 約１１ｍ 

北に約５.４ｍ 移動 

外板の落差 約４ｍ 

元の航跡の対地針路 
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上記(1)により、半速力後進のままの状態であった場合でもＢ船との衝突

を回避できなかったことから、水先人Ａは、１６時２４分ごろ本件距離約１

００ｍまで接近した時点で、主機の微速力後進を要請し、船長Ａが主機を半

速力後進としたものの、主機の推進力が十分ではなく、主機の推進力を半速

力後進より大きい速力とする必要があった。 

 

 3.2.7 事故発生に関する解析 

  ２.１、２.７、２.９、２.１０、3.1.1、3.1.4～3.1.6及び3.2.3～3.2.6から、

次のとおりであった。 

   (1) 水先人Ａは、Ａ船がＣ船の後に引き続いて横浜航路に向けて入航すること

を確認し、Ｄ船が同航路を出航するまで待機する旨を船長Ａに伝え、同航路

からのＤ船の出航待ち及びＣ船との離隔距離を確保するために同航路南方沖

で減速を開始したものと考えられる。 

(2) 水先人Ａは、南の風が強まる中、主機を停止して横浜航路付近で入航待機

の目的で漂泊中、南からの強風及び北北東流の潮流により右舷船首方約０.

５ＭにＹ１錨地で錨泊するＢ船と接近することが予想され、また、Ｂ船の北

西方にも他の錨泊船群がいたので、タグＡに右舷舷側部を押させる目的でタ

グＡを右舷船尾部に配置させたものと考えられる。 

(3) Ａ船は、レーダーによるＡ船と右舷方のＢ船との距離が約０.３Ｍ、最接

近距離（ＣＰＡ）が約２４０ｍとなり、Ａ船の対地針路が北寄りに変化して

東北東から北北東になり、約１３～１５m/s の南の風及び潮流により北北東

方に圧流され、さらにＢ船に接近していったものと考えられる。 

(4) 水先人Ａは、Ａ船及びＢ船のアンテナ間の距離が３３５ｍとなった時点

でＡ船のレーダーの相対針路及びＡ船にスターンウェイ（船尾方向への圧

流）があることを認めていたことにより主機を後進行きあしとすれば、本

件距離が約１００ｍを隔てて通過できると見込んだことから、主機の使用

によってＡ船とＢ船との離隔距離が確保できると判断したものと考えられ

る。 

(5) 水先人Ａは、Ａ船とＢ船との離隔距離を推測する際、ふだんはレーダー

の情報であるＡ船及びＢ船のアンテナ間の距離（ＣＰＡ）と本件距離との

違いに配慮するべきことを承知していたものの、その違いに気付いていな

かったことから、本件距離がＢ船に約１００ｍまで接近したものと考えら

れる。 

(6) 水先人Ａは、タグＡの船長から本件距離が約１００ｍとの連絡を受け、

Ａ船がＢ船に接近する速力が速く、かなりの勢いで近づいていることに気
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付き、タグＡに右舷船首部を全速力で押す指示をし、船長Ａは、水先人Ａ

から主機を微速力後進の要請があった後、主機を半速力後進とし、水先人

Ａに半速力後進としたことを伝え、バウスラスターを左一杯に操作したも

のと考えられる。 

(7) Ａ船は、Ａ船の船首が西方に向いた状態でＢ船に接近する状況となり、水

先人Ａの指示によりタグＡがＡ船の右舷船首部を押し始めたが、Ａ船とＢ船

との間に十分な距離がなく、タグＡの船長からＡ船の同船首部を真横には押

せないとの報告を受け、タグＡがＡ船から離れた後も主機を半速力後進とし

ていたものと考えられる。 

(8) 船長Ａは、タグＡがＡ船を支援できずに離れたことを知り、船首配置の航

海士ＢからＢ船との距離が近づいている状況の報告を受け、後進行きあしで

はＢ船との衝突が避けられないと判断し、左舵による舵効が得られる前進推

進力としてＢ船との衝突を避けようとして左舵一杯として主機を微速力前進

としたものと考えられる。 

(9) 水先人Ａは、船長Ａが微速力前進に切り換えたことに気付き、直ちに主機

を微速力後進に発令し、また、船長Ａは、本件距離が近いのでＢ船との衝突

を避けられないと判断し、水先人Ａの発令に従い、舵は左舵一杯のままです

ぐに主機を微速力後進としたものと考えられる。 

(10) Ａ船は、風潮流の影響により西方に向首した状態でＢ船に向かって北寄

りに圧流され、Ｂ船に衝突したものと推定される。 

(11) 水先人Ａは、タグＡの船長から本件距離が約１００ｍとの連絡を受け、

Ａ船の主機を後進にかける際、強い後進力を維持すると船尾が強風で切り上

がり、船首が右方に移動し、Ｂ船に接近すると予測したことから、微速力後

進を選択したものと考えられる。 

(12) 水先人Ａは、漂泊中、本件距離が約１００ｍまで接近した時点で、主機

の微速力後進を要請し、船長Ａが主機を半速力後進としたものの、主機の推

進力が十分ではなく、Ａ船の船首が右方に変化してＢ船に近づきすぎない程

度で主機の推進力を半速力後進より大きい速力とすることにより、安全にＢ

船との衝突を回避することができた可能性があると考えられる。 

(13) 水先人Ａが、本事故当時、強風及び潮流による圧流を予測し、レーダー

の最接近距離と本件距離が異なることを十分認識の上、Ｂ船との離隔距離を

決定して操船に当たり、Ａ船の船橋から船首までの距離及びＢ船の振れ回り

を十分考慮し、早い時機に主機の推進力を全速力後進としてＢ船と十分な離

隔距離を確保するとともにタグＡに操船補助を指示してＡ船の姿勢を保持す



- 23 - 

ることによってＢ船と十分な離隔距離を確保する必要があったものと考えら

れる。 

 

 

４ 結 論 
 
４.１ 原因 

本事故は、強風注意報が発表されている状況下、Ａ船が、多数の船舶が錨泊する京

浜港横浜航路付近において入航待機で漂泊中、約１３～１５m/s の南の風及び潮流に

より北北東方に圧流され、右舷方のＹ１錨地で錨泊中のＢ船に接近していた際、水先

人Ａが、主機の使用によってＡ船とＢ船との離隔距離が確保できると判断し、本件距

離約１００ｍに接近するまで漂泊を続けたため、Ｂ船にかなりの勢いで近づいている

ことに気付き、船長Ａに主機の微速力後進を要請してＢ船との衝突を回避しようとし

たものの、圧流されてＢ船に衝突したものと考えられる。 

水先人Ａが、本件距離約１００ｍに接近するまで漂泊を続けたのは、Ａ船とＢ船と

の離隔距離を推測する際、ふだんはレーダーの情報であるＡ船及びＢ船のアンテナ間

の距離（ＣＰＡ）と本件距離との違いに配慮するべきことを承知していたものの、そ

の違いに気付いていなかったことによるものと考えられる。 

水先人Ａが主機の使用によってＡ船とＢ船との離隔距離が確保できると判断したの

は、Ａ船及びＢ船のアンテナ間の距離が３３５ｍとなった時点でＡ船のレーダーの相

対針路及びＡ船にスターンウェイ（船尾方向への圧流）があることを認めていたこと

により後進行きあしとすれば、本件距離が約１００ｍを隔てて通過できると見込んだ

ことによるものと考えられる。 

水先人Ａが船長Ａに主機の微速力後進を要請したのは、強い後進力を維持すると船

尾が強風で切り上がり、船首が右方に移動し、Ｂ船に接近すると予測したことから、

微速力後進を選択したことによるものと考えられる。 

 

４.２ その他判明した安全に関する事項 

   (1)Ａ船は、漂泊中、主機の使用を開始する前、水先人Ａと船長Ａとの間におい

て、Ｂ船を回避するための操船意図を確認する等のコミュニケーションを十

分にとる必要があったものと考えられる。 

   (2) 船長Ａは、Ａ船が強風時に船舶の交通が輻輳するＹ１錨地付近の水域で待

機する状況となったとき、風が収まるまで別の水域で錨泊をするなどの措置

をとることも検討する必要があったものと考えられる。 
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５ 再発防止策 
 
本事故は、強風注意報が発表されている状況下、Ａ船が、多数の船舶が錨泊する京

浜港横浜航路付近において入航待機で漂泊中、約１３～１５m/s の南の風及び潮流に

より北北東方に圧流され、右舷方のＹ１錨地で錨泊中のＢ船に接近していた際、水先

人Ａが主機の使用によってＡ船とＢ船との離隔距離が確保できると判断し、本件距離

約１００ｍに接近するまで漂泊を続けたため、圧流されてＢ船に衝突したものと考え

られる。 

水先人Ａが、本件距離約１００ｍに接近するまで漂泊を続けたのは、Ａ船とＢ船と

の離隔距離を推測する際、ふだんはレーダーの情報であるＡ船及びＢ船のアンテナ間

の距離（ＣＰＡ）と本件距離との違いに配慮するべきことを承知していたものの、そ

の違いに気付いていなかったことによるものと考えられる。 

水先人Ａが、本事故当時、強風及び潮流による圧流を予測し、レーダーの最接近距

離と本件距離が異なることを十分認識の上、Ｂ船との離隔距離を決定して操船に当た

り、Ａ船の船橋から船首までの距離及びＢ船の振れ回りを考慮し、早い時機に主機の

推進力を全速力後進としてＢ船と十分な離隔距離を確保するとともにタグＡに操船補

助を指示することによってＡ船の姿勢を保持していれば、本事故の発生を回避できた

ものと考えられる。 

 

５.１ 事故後に講じられた事故等防止策 

5.1.1 東京湾水先区水先人会により講じられた措置 

東京湾水先区水先人会は、本事故後、再発防止策として、本事故のような切迫し

た状況に陥らないようにする目的で、次の事項を今後の安全対策として同会内の会

報で全会員に周知した。また、水先人Ａに対し、厳重注意をして指導を行った。 

(1)  できる限り早期にポートラジオ等と連絡を取り、出港船等の状況を把握し

た上で、極力横浜航路出入口付近等の多数の船舶が存在する水域で待機する

ことがないよう速力を調整すること。 

(2) 強風下、航路からの出航船を待つ場合は、多数の錨泊船が風下に存在する

水域は極力避けること。 

(3) 強風下、やむを得ず、狭い水域で待機する場合は、追加タグの手配も考慮

すること。 

(4) 風潮流による圧流に注意し、タグは常に使用できるように準備させておく

こと。 
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5.1.2 水先人Ａにより講じられた措置 

  水先人Ａは、東京湾水先区水先人会に次の事項を今後の安全対策として報告し

た。 

(1) 風潮流の圧流にはより留意し、十分早い時機にタグ、主機、バウスラスタ

ー等を適切に使用し、他船と離隔距離を十分確保すること。 

(2)  船長とのコミュニケーションをより密に行い、互いの操船意図を理解して

おくこと。 

 

5.1.3 Ａ社により講じられた措置 

Ａ社は、本事故後、安全管理マニュアルにおける水先人乗船中の手順について次

のとおりに項目を追加して改訂し、全ての管理船舶に対して周知し、同種事故の防

止に対する安全教育を行った。 

船長は、入港着岸する船舶が、指名された岸壁に着岸中の船舶が延期又は入港船

の通航混雑の理由によって遅れが発生した間、船舶通航支援等業務によって３０分

を越える待ち時間が提案された場合、事故を防ぐために必要に応じて錨泊の選択肢

を水先人と話し合い、検討するべきである。 
船長は、全ての気象状況のような環境的要因、付近の船舶、地形及び船舶の状態

（喫水等）等を考慮に入れるべきであり、前述の３０分間は、これらの要因及び裁

量の下に修正（短縮又は延長）できる。 

  船舶を可能な最善の方法で安全にするためには、船長の裁量による判断及び全て

の場面で船長によって評価されるべきである。 

  船長は、必要と思う時に水先人に錨泊の許可を求めることができ、船舶が危険な

状態にあると思う場合、全ての必要な手配を直ちに始めることができる。 

 

５.２ 今後必要とされる事故等防止策 

  (1) 水先人は、レーダー等の最接近距離と船体の最接近距離が異なることを十分

認識の上、錨泊船との離隔距離を決定し、操船に当たること。 

(2) 水先人は、強風時において錨泊船の付近を通過する場合、強風等による圧流

を予測し、自船の船橋から船首までの距離及び錨泊船の振れ回りによる接近距

離を十分考慮した上で、早い時機に主機の適切な使用及びタグボートの操船補

助により、錨泊船との十分な離隔距離を確保すること。 

(3) 船長及び水先人は、水先業務が開始される前に操船意図を互いに確認した上、

同業務開始から終了まで互いにコミュニケーションを密にすること。 
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(4) 大型船の船長は、強風時に船舶の交通が輻輳する錨地付近の水域で待機しな

ければならない場合、強風が収まるまで別の水域で錨泊をするなどの措置を検

討し、水先人に協力を求めること。 

 

運輸安全委員会は、本事故の調査結果を踏まえ、同種事故の再発防止に寄与するた

め、本報告書の上記項目を、水先人Ａを含め、東京湾水先区水先人会の所属水先人に

指導、教育を徹底することについて、同水先人会に協力を要請する。



 

付図１ 航行経路図 
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付図２ 航行経路図（拡大） 
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